
九州保健福祉大学大学院(通信制)社会福祉学研究科博士(後期)課程論文指導及び審査規程 
 

(主旨) 

第１条 この規程は九州保健福祉大学大学院(通信制)社会福祉学研究科博士(後期)課程(以下「当該博士（後期）

課程」という)において実施される研究指導体制、論文指導体制、原則的な研究指導スケジュール、博士の学

位論文(以下「博士論文」という)を提出するための要件、予備審査及び本審査等について定めるものである。 

 

(指導体制) 

第２条 研究指導及び論文指導は主指導教員が担当し、副指導教員が補佐する。副指導教員は当該博士（後期）

課程に所属する教員であり、主指導教員が指名し研究科教授会が承認する。 

 

(主指導教員の決定) 

第３条 学生は定められた期日までに希望する主指導教員を研究科長に申告する。研究科教授会は当該学生の

研究テーマ等を総合的に検討し主指導教員を決定する。 

 

(ガイドライン等の遵守) 

第４条 学生は倫理規程等のガイドラインを遵守して研究を進めなければならない。博士論文等を提出するに

あたっては別に定める論文の書き方に関する作成要領等を遵守しなければならない。 

 

(博士論文執筆有資格者の認定) 

第５条 学生は博士論文を提出する前に以下の要件を備えなければならない。 

① 本研究科が認定する査読制度のある専門学術誌に原則として原著論文を 1 編以上論文発表すること。当

該博士（後期）課程入学前に発表された論文については、博士論文のテーマに係わる論文であること。当

該論文は単著であるかまたは学位申請者が筆頭者であることを原則とする。 

② 予備試験に合格すること。予備試験は毎年 1 回以上実施される。予備試験合格の有効期間は合格した年

度を含めて 5 年を原則とする。予備試験は語学試験を原則とするが、必要に応じて加える他の試験を加え

ることができる。 

 

(予備審査)   

第６条 学位申請者は予備審査を受けなければならない。 

２ 研究科教授会が委嘱する予備審査委員が予備審査を行う。予備審査委員は主査 1 名及び副査 2 名を原則と

し、外部審査委員を含めることができる。 

３ 予備審査にあたっては以下の要件を加える。 

「博士論文執筆有資格者の認定」で申告した論文を除き、当該博士（後期）課程在学中に本研究科が認定す

る査読制度のある専門学術誌に原著論文を 1 編以上論文発表すること。または当該論文の掲載が受諾されて

いる場合はこれを可とすることができる。当該論文は単著であるか学位申請者が筆頭者であることを原則と

する。 

４ 前項において本研究科の認定を受けていない学術誌については、研究科教授会において別途審議するもの

とする。 



 

５ 予備審査において、予備審査委員は博士論文の内容審査をおこなうと共に、学位申請者に当該論文内容の

プレゼンテーション及び口頭試問を課す。 

６ 予備審査の評価結果については主査が研究科教授会に報告し、同研究科教授会から本審査に付すか否かの

承認を得なければならない。 

７ 本審査に付すか否かの最終的な結果については研究科長が当該学生に通知する。 

８ 本審査に付すことが承認された場合、博士論文の審査に係るこれ以降の手続きについては九州保健福祉大

学学位規程第 18条から第 22 条による。 

 

(博士研究成果発表会)  

第７条 研究科長は、予備審査合格者に対し博士研究成果発表会を開催する。 

 

(最終試験) 

第８条 博士研究成果発表会終了後に最終試験を実施する。 

２ 最終試験は、研究科教授会が委嘱する予備審査委員及び外部審査委員で構成される専門委員会が非公開の

口頭試問により行う。 

３ 最終試験合格の議決は、専門委員会委員全員の同意を得なければならない。 

４ 最終試験合格後、主査は当該研究科長に研究科教授会による本審査会の開催を要請する。 

 

(本審査) 

第９条 最終試験合格後、研究科長は研究科教授会を招集し、同研究科構成員の 3 分の 2 以上の出席を得て本

審査を行う。 

２ 研究科教授会での本審査合格の議決は、出席者の 3分の 2以上の同意を要する。 

 

（論文提出による学位） 

第 10条 論文提出による学位の予備審査にあたっては以下の要件を加える。学部卒業後 6年以上の経歴を有す

る者で、学位申請者がこれまで本研究科が認定する査読制度のある学術雑誌に、博士論文のテーマに係わる 6

編（内 3 編は単著または学位申請者が筆頭著者であること）以上の原著論文を発表していること。さらに本

研究科に特別研究生として 6 カ月以上在籍し、本研究科が認定する査読制度のある学術雑誌に１編以上原著

論文を発表すること。または当該論文の掲載が受諾されている場合はこれを可とすることができる。当該論

文は単著または学位申請者が筆頭著者でなければならない。 

 

 附則 この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

 附則 この改正規程は、平成 20年 7月 1日から施行する。 

 附則 この改正規程は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附則 この改正規程は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

附則 この改正規定は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附則 この改正規定は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

 



社会福祉学研究科 

 

【博士論文の審査基準】 

1. 審査の前提として、社会福祉学研究科が認めた学術誌に掲載された論文が 2 編以上あること。 

2. 提出された学位請求論文における研究対象者の人権が尊重されていること。学内倫理規定や関連団体の倫

理基準が遵守されていること。 

3. 問題の所在と研究課題・目的が明確に述べられていること。 

4. テーマや内容に関して、独創性、新規性が認められること。 

5. 研究目的を達成するために適切な研究方法であること。 

6. 論文の構成、論理の一貫性が明確で適切な文章表現であること。 

7. 研究発表がわかりやすく、的確な質疑応答ができること。 

8. 提出された学位請求論文が社会福祉分野における学術的価値向上に資すると認められること。 

 

なお、審査基準の評価表は別表（社会福祉学研究科学位審査ルーブリック表）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



博士論文の審査基準 

社会福祉学研究科博士（後期）課程では、以下の審査基準により博士論文を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


